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１ はじめに 

環境創造センター1は、放射性物質によって汚染された環境の回復・創造に取り組むた

めの調査研究、情報発信、教育等を行う拠点施設として、国のサポートのもとに福島県

(以下「県」という。)が設置したものである。 

国は「福島復興再生特別措置法(平成 24 年３月法律第 25 号)」及び「福島復興再生基

本方針(平成 24 年７月閣議決定、平成 29 年６月改定)」に基づき、除染技術の開発や技

術的助言を行うとともに、放射性物質の環境中での動態、生態系への影響等を解明する

ための活動を行っている。また、県は「福島県環境基本計画（第５次（改定））（令和３

年 12 月福島県）」に基づき、環境回復の推進と美しい自然環境に包まれた持続可能な社

会の実現の連携を具現化するための活動を行っている。このような国の活動と県の活動

が、環境創造センターにおいて連携を持って実施され、将来にわたり安心して暮らせる

環境の創造につながることが期待される。 

国の活動を担い、この拠点を形成する国の研究開発機関は、国立研究開発法人日本原

子力研究開発機構2（以下「原子力機構」という。）及び国立研究開発法人国立環境研究

所3（以下「国環研」という。）であり、両国立研究開発法人と県の三者（以下「三者」

という。）が緊密に連携・協力して調査研究等に取り組んでいくことが肝要である。 

このため、三者の連携・協力の具体的方針を定めるとともに、「福島県環境創造セン

ター（仮称）基本構想（平成 24 年 10 月福島県策定）」（以下「基本構想」という。）

に基づく取組の具体化を進めるため、ここに、環境創造センター中長期取組方針（以下

「本方針」という。）を取りまとめた。 

今回、フェーズ２（令和元年（2019 年）度～令和３年（2021 年）度）の終了に合わせ、

これまでの成果や社会情勢等の変化を踏まえて、上記の方針を改定したものである。 

２ 方針の適用期間 

本方針では、三者が環境創造センターにおいて緊密に連携・協力し、福島復興再生基

本方針に基づく取組を的確に推進するとともに、基本構想に基づく取組を効果的・効率

的に行うことができるよう、平成 27 年（2015 年）度から令和６年（2024 年）度4までの

10 年間の基本的な事業方針を定めるとともに、環境創造センターの事業が前例のないも

のであることや今後の社会情勢等の変化を考慮し、平成 27 年（2015 年）度から平成 30

年（2018 年）度までのフェーズ１、平成 31 年（2019 年）度から令和３年（2021 年）度

1 環境創造センターは、三春町施設（本館、研究棟、交流棟及び附属施設（大玉村、猪苗代町））、南相馬市

施設（本館及び校正棟）及び福島支所があり、福島県、原子力機構、国環研で構成される。 
2 原子力機構では、福島復興再生基本方針に基づき、放射性物質により汚染された環境の回復のための調査

及び研究開発の実施とその成果の普及を行うこととしている。現在の計画期間（原子力機構の中長期目標を

達成するための計画）は平成27年（2015年）度から令和３年（2021年）度までの７年間。
3 国環研では、福島復興再生基本方針に基づき、被災地の環境回復と持続可能な地域環境の創出に貢献する

ための調査研究に取り組むこととしている。現在の計画期間（国立研究開発法人国立環境研究所中長期計画）

は令和３年（2021年）度から令和７年（2025年）度までの５年間。
4 環境創造センターは、平成 27 年（2015 年）度に一部施設を開所し、平成 28年（2016 年）度に全施設を開

所した。本方針の適用期間は平成 27 年（2015 年）度から令和６年（2024 年）度までの 10 年間とする。
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までのフェーズ２、令和４年（2022 年）度から令和６年（2024 年）度までのフェーズ３

の三つのフェーズによる段階的な方針を策定する。 

なお、各フェーズ以降の事業方針については、各フェーズにおける三者の事業成果等

を総合的に評価し、社会情勢等の変化も考慮した上で改めて策定する。 

３ 方針の推進体制等 

（１）推進の考え方 

県は、「福島県環境基本計画（第５次（改定））（令和３年 12 月福島県）」に基

づき、原子力機構及び国環研と連携・協力を図りながら、環境回復の推進と美しい自

然環境に包まれた持続可能な社会の実現の連携を具現化するための取組を主体的かつ

総合的に行うことにより、本方針を推進する。 

原子力機構は、我が国唯一の原子力に関する総合的な研究開発機関として、福島復

興再生基本方針に基づき、放射性物質により汚染された環境の回復のための調査及び

研究開発を行う。特に、森林、河川域等の広いフィールドを対象とした放射性物質の

環境動態に関する研究を行うとともに、その成果を基に放射線量の可視化と将来予測

が可能なシステムを提供する等、調査・研究開発の実施とその成果の普及を図る。 

国環研は、我が国の環境研究に関する中核的機関として、福島復興再生基本方針に

基づき、被災地の環境回復と持続可能な地域環境の創出に貢献するため、環境創造セ

ンターを拠点として、汚染廃棄物・土壌の減容化・中間貯蔵等のための技術システム

構築に向けた研究、放射性物質の長期的な環境動態解明・環境影響評価と環境保全手

法の構築のための研究、環境資源をいかす地域創生型のまちづくり支援等を行う。 

また、原子力機構及び国環研の両機関は、本方針について各法人の事業計画への反

映に努め、原子力災害からの復旧・復興に向けた取組に積極的に貢献するとともに、

本県の環境回復・創造のため、その優れた知見と研究リソースを活用して、環境創造

センターを構成する三者が一体となって総合的な機能が発揮できるよう、本方針を推

進する。 

（２）推進機関 

環境創造センターにおいて、環境の回復・創造のための取組を推進する三者の機関

は次のとおりである。 

県    ：福島県環境創造センター（環境創造センターを構成する県の出先機

関。以下「県センター」という。） 

原子力機構：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発部門福島開発

研究拠点廃炉環境国際共同研究センター（以下「原子力機構福島セン

ター」という。） 

中長期取組方針（１０年間）

フェーズ１
（2015～2018年度）

フェーズ２
（2019～2021年度）

フェーズ３
（2022～2024年度）
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国環研  ：国立研究開発法人国立環境研究所福島地域協働研究拠点（以下「国環

研福島拠点」という。） 

以上の三つの推進機関については、以下「三機関」という。 

（３）推進体制 

ア 連絡調整会議の設置 

三機関の代表者、各部門長（イに規定する部門長）等で構成する連絡調整会議を

設置し、方針に基づく年次計画を策定するとともに、三機関の連絡調整を行う。 

イ 部門会議の設置 

調査研究事業における三機関の緊密な調整を図るため、表１のとおり、調査研究

分野ごとに四つの部門を置き、それぞれに三機関の職員等で構成する部門会議を設

置する。部門会議には必要に応じて、大学や外部の研究機関の研究者を含める。 

調査研究分野ごとに調査研究事業の運営・調整を担う者として部門長を置く。部

門長は、部門会議を総理するとともに、担当する調査研究分野の年次計画の案を策

定し、その進捗を管理し、成果の発信等を行う。部門会議を構成する三機関の職員

等は、各機関の特性に応じたプロジェクトを担当する。なお、部門長は、三機関以

外の研究者とも積極的な情報共有に努めるとともに、合同による部門会議等を通じ

て調査研究の調整や共同研究の一層の推進等を図る。 

ウ 県民委員会からの意見・助言 

   環境創造センターが取り組む事業に県民のニーズを反映させるため、各界・各層

の県民により構成される県民委員会から意見・助言を受ける。 

表１ 部門一覧 
野分究研査調門部

放射線計測部門 分析・測定技術、被ばく線量等評価手法・モデル 等 

除染・廃棄物部門 除染等技術支援、廃棄物等適正処理・再生利用 等 

環境動態部門 移行挙動評価、移行モデル、生態系への影響把握 等 

環境創造部門 持続可能な地域づくり、強靱な社会づくり 等 

推進体制のイメージは、図１のとおりである。 

図１ 推進体制のイメージ 

【構成員】
○部門長
○三機関の職員
○必要に応じ、大学や研究機関の研究者

協定原子力機構 福島県

【構成員】
○県：副知事、部長、県センター所長
○原子力機構、国環研：理事
○文科省、環境省：審議官
○外部専門家

【構成員】
各界・各層の県民、
市町村代表 等協定

原子力機構
福島センター
センター長

原子力機構
福島センター
センター長

県センター
所長
県センター
所長

国環研
福島拠点
拠点長

国環研
福島拠点
拠点長

ディビジョン長 副所長副所長 研究グループ長

職
員
職
員

職
員
職
員

職
員
職
員

【構成員】
○県：県センター所長、 副所長
○原子力機構：センター長、ディビジョン長
○国環研：福島拠点長、研究グループ長
〇各部門長

国環研

【部門会議】
年次計画案の策定、進捗管理、
成果の発信など

【運営戦略会議】
中長期取組方針の策定など 【県民委員会】

県民等のニーズの反映

【連絡調整会議】
年次計画の作成、連絡調整など

意見・助言

方針の反映 意見・助言

部門長部門長

連携連携
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４ 事業の基本的考え方 

環境創造センターの事業は、その設立趣旨から次の考え方を踏まえることが必要であ

る。 

○ 原子力災害が引き起こした環境の激変や復旧・復興に向けた数多くの課題を認識

し、避難地域住民をはじめとする県民の意向を環境創造センターの取組に反映させ

ることが最重要であることから、地域の復旧・復興への取組により県民が安心して

生活できる環境が一刻も早く実現されるよう、様々な社会情勢等の変化への対応を

強化していくとともに、復旧・復興後も見据えた中長期的な視点に立った未来志向

の環境創造にも取り組む。 

○ 子どもたちをはじめとする県民が安心して快適に暮らせる環境づくりのため、放

射線による健康影響の防止を基本に、取組の持続的変革を図りながら、県民の多様

化するニーズに応えられる安全と安心が確保された社会を、絶えず新たな挑戦をも

って追求し構築する。 

上記の基本的考え方を踏まえ、国のサポートの下、三者が総合的・発展的な連携・協

力に取り組むための基盤整備・体制強化を図りつつ、喫緊の課題のみならず中長期的な

課題にも効果的・効率的に対応できるよう、モニタリング、調査研究、情報収集・発信

及び教育・研修・交流の４つの事業を柱として総力を挙げて取り組む。 

また、環境創造センターにおける４つの事業の実効性の一層の向上を図るため、図２

のとおり農林水産分野を始めとする幅広い分野の研究機関等との連携・協力を進める。 

図２ 環境創造センターと他機関との連携イメージ 

廃炉研究開発拠点
「放射性物質分析・研究施設」 など

NPO・NGO
環境パートナーシップオフィス、
地球にやさしい“ふくしま”県民会議

など
分析、モニタリングの
連続性 等

調査研究、
技術開発

ネットワーク

地域再生支援 等日本分析センター など

モニタリング等

ＩＡＥＡ など

情報交換

環境再生プラザ

国内外の大学
（福島大学、福島県立医科大学、
会津大学、筑波大学、東京大学、
京都大学、東北大学、日本大学、
弘前大学 など）

放射線医学総合研究所 など

調査研究

情報収集・発信
教育・研修・交流モニタリング

被ばく評価等

調査研究、
放射線教育、
地域再生支援 等

調査研究、
情報収集・発信等

連携・協力

連携・協力 連携・協力
国立科学博物館

企画・展示等

農業・食品産業技術総合研究機構
森林総合研究所、産業技術総合研究所
県研究機関
（農業総合センター、林業研究センター） など

 福島県
（国研)日本原子力研究開発機構
（国研)国立環境研究所

 福島県
（国研)日本原子力研究開発機構
（国研)国立環境研究所

環境創造センター環境創造センター
 福島県
（国研)日本原子力研究開発機構
（国研)国立環境研究所

環境創造センター

宇宙航空研究開発機構 など

広域飛翔体等
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５ 中長期にわたる事業方針（平成 27 年（2015 年）度～令和６年（2024 年）度） 

（１）モニタリング 

環境放射能のモニタリングは、国のモニタリング調整会議5が定める「総合モニタリ

ング計画」に基づき、国及び地方公共団体、事業者等が分担して進めているが、県民

生活の様々な局面にまで放射性物質の影響が及んでいることに加え、今後の廃炉作業

に伴う影響が懸念されていることから、空間線量や放射性物質に対するきめ細かで継

続的なモニタリングを行う必要がある。 

このため、県センターは、環境放射能のモニタリングにおいて、中核としての役割

を果たし、身近な生活環境や原子力発電所周辺の継続的なモニタリングを実施すると

ともに、その結果を一元管理し、情報発信することで県民の不安の払しょくに寄与す

る。 

また、一般環境中の有害物質等モニタリングについて、県庁関係各課が定める計画

に基づき着実に実施し、環境の保全及び県民の安全・安心に寄与するとともに、水質

汚濁の未然防止を含む猪苗代湖の水質改善の対策を行うための調査等を調査研究事業

との連携により実施する。 

緊急時には、環境放射能のモニタリングにおいては、原子力災害対策指針に基づき、

県センターはモニタリングを統括する国との連携の下、より広範囲な事態の変化に対

応するため、緊急時のモニタリング体制を整え、緊急時の対応に当たる。一般環境中

の有害物質等のモニタリングにおいては、環境汚染事故等の緊急時における調査分析

に迅速に対応できるよう、体制の充実・強化に取り組む。 

（２）調査研究 

放射性物質に汚染された地域の環境回復・創造のためには、汚染状況や放射性物質

の動態の把握、汚染地域や施設に応じた除染等の措置、その結果の評価、除去土壌及

び汚染廃棄物の減容化・貯蔵・処理・処分・再生利用といった一連の措置を的確に実

施するとともに、変化した生物相・生態系の回復等を進めていく必要がある。 

さらに、県民が将来にわたり安心して暮らせる美しく豊かな環境を創造するため、

放射性物質の動向や除染の進捗状況等を踏まえ、地域の環境、資源、産業等の特性を

生かした循環型社会等の構築や、東日本大震災の教訓を生かした災害に強い社会の構

築、さらには環境保全対策を進め、美しいふくしまの創造を進めていく必要がある。

このため、最新の技術や手法を最大限活用し、そのさらなる改善を目指して、関連

する調査研究を優先度に応じて計画的、体系的に進め、適時・的確にその成果を県や

国等が実施する施策等に活用していく。調査研究のテーマは、事業の基本的考え方に

沿い効果が高いと見込まれるものを優先的に選定する。 

また、環境回復・創造のための調査研究が研究機関間の重複を避けて効率的に実施

され、その成果が現場の課題解決に効果的に適用されるよう、文部科学省、環境省及

び国際原子力機関（以下「IAEA」という。）等の協力を得ながら、関連する研究機関等

との連携の強化や、関連研究の幅広い把握を行いつつ、国内外の大学や研究機関が情

報交流や発信を行うプラットフォーム6を構築する。

5 東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る放射線モニタリングを確実かつ計画的に実施することを目的

として、関係省庁、地方公共団体及び事業者が行っている放射線モニタリングの調整等を行う。
6 膨大で多様な情報を生成、収集、蓄積、流通、共有、利用するための共通の場と捉え、学術研究や社会の

情報基盤として有効に機能するもの。
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（３）情報収集・発信 

各種の調査研究成果やモニタリング結果については、幅広く収集・整理し、県民等

が分かりやすい形で利用できるような情報発信体制の整備を進める必要がある。 

このため、県センターが中心となり、原子力機構福島センターと国環研福島拠点が

協力して、県民ニーズに応えた放射線・除染に関する情報や調査研究成果の整理と分

かりやすい情報発信、世界が注目する知見・経験を国際的に共有するための国際専門

家会議の開催等の積極的な情報収集・発信を行う。 

また、情報収集・発信や情報検索・閲覧サービスの提供等については、定期刊行物

に加え、県民等に定期的に情報を提供するメールマガジンの発行、WebやSNS7の活用も

進める。 

（４）教育・研修・交流 

福島県の環境の現状や放射線に関する情報を伝え、ふくしまの未来を創造する力を

育むための教育・研修・交流に取り組む必要がある。 

このため、県センターが中心となり、県教育委員会が行う教員や児童生徒を対象と

した放射線教育や環境教育の充実に向け、必要な支援を行うとともに、原子力機構福

島センター及び国環研福島拠点が中心となり、大学や他の研究機関等と連携した長期

にわたる研究者等の人材育成に貢献する。 

また、交流棟を活用しながら、NPO、地域住民等を広く対象とした交流ネットワーク

の構築、放射線・除染に関するリスクコミュニケーションの取組を進めるとともに、

環境回復・環境創造に関連する事業者への研修等を実施する。 

  なお、モニタリング、調査研究、情報収集・発信及び教育・研修・交流の４つの事業

の関わりは図３のとおりである。 

7 Social Networking Serviceの略。インターネット上でソーシャル・ネットワークを構築するサービス。

図３ 環境創造センターの４つの事業の関わり 

環境放射能モニタリングシステムの構築・運用
環境放射能モニタリングデータの一元管理
一般環境中の有害物質等モニタリングの実施
緊急時モニタリング体制の構築・強化 など

モニタリング

教育・研修・交流情報収集・発信

放射線計測
除染・廃棄物
環境動態
環境創造 など

調査研究

モニタリングデータの収集・発信
放射線・除染に関するデータの収集・発信
調査研究成果の収集・発信
環境回復・地域再生状況の発信 など

放射線等に関する教育
環境の回復・創造に関する研修
県民・ＮＰＯ・関係機関等との交流 など

モニタリング結果

調査研究成果

交流棟での取組

モニタリング結果
測定方法

調査研究成果
人材育成プログラム

モニタリング結果
課題

開発技術
課題解決

最新の情報

ニーズ

ニーズ

ニーズ

ニーズ
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図６ 調査研究事業のイメージ（フェーズ３） 

〇分析・測定技術の開発
〇被ばく線量等の評価手法
・モデル開発

〇持続可能な地域づくり
〇強靱な社会づくり
〇自然豊かなくらしの実現
〇統合イノベーションの創出

住民等の安心・安全や
自治体の行政判断への寄与等

放射線計測

環境動態除染・廃棄物

環境創造

【部門間連携】

放射性物質濃度の
迅速な推定

【部門間連携】

バイオマスの
利活用

脱炭素に向けた取組等や
環境保全施策の推進等

福島の復興・創生

次世代においても
安心して快適に暮らせる環境づくり

廃棄物等の安全な
処理・処分の推進等

【調査研究事業】

〇 大学
〇 国内研究機関

〇 関係省庁
〇 県庁関係課
〇 県内市町村

〇 ＩＡＥＡ〇 モニタリング事業
〇 情報収集・発信事業
〇 教育・研修・交流事業 【国、市町村、県】

【大学等研究機関】

【環境創造センター他事業】 【国際機関】

IAEAとの協力プロジェクト
（助言、情報共有）

共同研究等

行政ニーズの対応、
研究成果の活用

事業間の連携

脱炭素社会の
実現

災害廃棄物
対応

放射性物質の
把握

放射性物質の
挙動把握県民の安心・安全や、

野生動物の保護管理への貢献等

〇廃棄物等の適正処理・
再生利用技術の確立
〇地域循環共生圏の創造に向けた
バイオマス利活用技術の確立

〇移行挙動評価
〇移行モデル
〇生態系への影響把握



- 18 - 

 

（３）情報収集・発信 

ア 事業の方向性 

  フェーズ１～２の課題や取り巻く環境の変化を踏まえ、引き続き関係機関等との

連携を強化しつつ、各種の取組を実施していく。 

引き続き廃炉作業の状況や放射性物質・有害物質等の規制の変化に応じたモニタ

リング等の情報発信を行うとともに、地球温暖化や SDGs等についての学習に対応し

た学習プログラムを開発する。 

また、ウィズコロナに対応し、Web等を活用したオンラインでの情報収集・発信の

強化や東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくしま等の情報発信施設との

連携による効果的な情報発信を行う。 

 

イ 事業方針 

① モニタリングデータの収集・発信 

環境放射能及び一般環境中における有害物質等のモニタリングデータについて、

廃炉作業の進展など取り巻く社会情勢等の変化や県民等のニーズに対応したモニ

タリングデータの収集・発信を行うとともに、県民等にわかりやすく、かつ利用

しやすく提示する。 

また、福島県の現状を伝える空間線量率等のモニタリングデータの推移につい

て、福島県の状況の正確な理解につながるよう、県外に向けて分かりやすい形で

発信する。 

さらに、林野火災や台風等の自然災害等の突発的な事象において、モニタリン

グ事業や調査研究事業と連携し、緊急性の高いモニタリングデータを速やかに発

信する。 

 

② 調査研究成果の収集・発信 

環境創造センターにおける調査研究成果に加え、IAEA等の国際機関や大学、研

究機関等における調査研究成果等について、調査研究事業とも連携しつつ、県民

の関心が高い情報などを既存のウェブサイトへのアクセスや関連書籍の充実等に

より幅広く収集するとともに、県民等が利用しやすいように体系的に整理する。 

 また、調査研究事業については、これまでの情報発信による成果等を生かしな

がら、ウェブサイトや交流棟展示、各機関や市町村の広報誌等の様々なメディア

を活用して県内外に広く発信するとともに、海外へ向けて外国語による発信も行

っていく。  

さらに、サイエンストークや出張講座等のように県民と環境創造センター研究

員や交流棟運営スタッフとの対話や交流を通じた理解促進にも積極的に取り組む。 

 

③ 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報の収集・発信 

県民の安全・安心な生活や風評払拭に資するため、本県の環境回復・地域再生・

環境創造に関する情報について、大学や研究機関、NPO、県庁関係各課等の関係機

関との連携・協力の下、ウェブサイトの活用等により幅広く収集を行う。 

さらに、県民等が利用しやすいように体系的に整理し、ウェブサイトや交流棟

展示、各機関や市町村の広報誌等の様々なメディアの活用や環境創造シンポジウ

ムの開催等により県民等へ情報発信するとともに、取組状況や成果等を関係機関

において共有する機会を創出する。 
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④ 交流棟における取組 

福島の復興状況や未来像、放射線に関する基礎知識、環境問題等に関する展示

について、廃炉作業の進捗や地球温暖化問題、SDGsに対する気運の高まり等の取

り巻く社会情勢等の変化に対応した展示更新や体験研修プログラム開発、交流棟

運営スタッフの知識レベル向上を行い、県民等のニーズを踏まえた情報を発信す

る。 

調査研究成果や環境回復・地域再生・環境創造に関する情報については、グラ

フィックパネルや映像展示、環境創造センター研究員との対話・交流等により効

果的に発信できるエリアを交流棟内に整備する。 

また、ウェブ上での発信（「おうち deコミュタン」の充実等）を活用したオン

ラインでの情報収集・発信を強化しながら、県内外のニーズを踏まえた情報発信

を行っていく。 

さらに、放射線や福島の状況の正確な理解を目的に、県内外からの交流棟への

来館を促進するため、学校や教育委員会、旅行代理店等への PR活動を積極的に行

うとともに、東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくしま等の関連する

情報発信施設や教育・研修・交流事業と連携した学習プログラムの開発や各施設

を巡る見学ツアーの学校等への提案等を行う。 

 

以上の情報収集・発信事業のイメージは、図７のとおりである。 

 

 

図７ 情報収集・発信事業のイメージ（フェーズ３） 

ホームページ、SNS、
動画配信サイト 等

収集

福島県関係機関、市町村、国、大学、研究機関、民間機関、IAEA、NPO、NGO など

国 際 社 会国 際 社 会

福島県の風評払拭
環境回復・地域再生・環境創造等の状況共有、理解促進の強化

情報発信施設等と連携した来館促進、情報発信

国 内国 内

収集 収集

モニタリングデータ 調査研究成果 環境回復・地域再生・環境創造に関する情報

モニタリング

災害発生時等の対応

教育・研修・交流

シンポジウム 等

刊行物
新聞・地域広報誌の活用

交流棟展示、体験学習

事業間連携

サイエンスカフェ、
ミニ講座、出前講座 等

調査研究成果
モニタリングデータ

Webも活用した
対話・交流

福 島 県 内福 島 県 内

情報の集約・整理・蓄積
＜環境創造センター＞

情報の集約・整理・蓄積
＜環境創造センター＞

調査研究
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（４）教育・研修・交流 

ア 事業の方向性 

  フェーズ１～２の課題や取り巻く社会情勢等の変化を踏まえ、引き続き関係機関

等との連携を強化しつつ、各種の取組を実施していく。 

東日本大震災・原発事故から 10年が経過し、風化が進んでいく状況や小学生の多

くが東日本大震災・原発事故を経験しない世代となるため、来館者や学校等の意見

を踏まえた学習プログラムの見直しや新規開発を行う。 

また、改訂学習指導要領の中学校での全面実施に伴い、中学校に対する学習支援

を拡充する。 

研修や人材育成講座等においても、参加者の意見や取り巻く社会情勢を踏まえプ

ログラムの見直しを行う。 

交流棟を活用した NPO や地域住民等との交流ネットワークを構築し、魅力ある施

設運営を進める。 

上記について、Web等をさらに活用していく。 

世界規模での環境問題が深刻化しているため、変化に応じたコンテンツを充実さ

せていく。 

あわせてウィズコロナ時代に対応した事業を展開する。 

 

イ 事業方針 

① 放射線等に関する教育 

主に県内小中学生で実施されている放射線教育や環境教育等における学習活動

の実施・支援のため、これまでの取組の成果を生かしながら、県教育委員会の「ふ

くしま放射線教育・防災教育指導資料」や学校等の要望、廃炉作業の進捗状況、

地球温暖化対策等の環境教育への意識の高まり等を踏まえた展示や体験研修用機

材の整備、学習プログラムの開発等を行うとともに、高等学校や県外学校、再来

館校等を対象としたより発展的な学習プログラムを開発する等、提供できる学習

の幅を広くすることに努める。 

 また、コミュタン福島に対する教員の認知度を高めるため、県教育委員会と連

携して教員研修等への組み入れを検討するとともに、特に東京電力福島第一原子

力発電所に近接する浜通りの市町村教育委員会等と連携した取組も進めて行く。 

 

② 環境の回復・創造に関する研修 

放射線に関する基礎的・実務的な知識の普及や、原子力災害による長期避難や

風評被害等の環境・社会影響に対する理解の促進、環境の回復・創造に従事する

コーディネータ等の人材育成のため、これまでの成果を生かし内容の充実化を図

りながら発達段階に応じた各種講座を開設する。なお、当該講座により育成した

人材については、県が実施する福島復興関連イベントやボランティアスタッフと

しての交流棟運営等に関する活動への参加を促進することで、より効果的な人材

育成につなげる。 

 また、交流棟や附属施設において、科学への興味喚起や環境問題への意識醸成、

放射線に関するリスクコミュニケーション等を目的とした研修や講習会等を実施

するとともに、県庁関係各課や市町村等が主催する研修等の環境創造センターに

おける開催を促進するための関係者への働きかけを積極的に行う。 
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③ 県民・NPO・関係機関等との交流 

県民や NPO 等がふくしまの未来を考え・創り・発言するきっかけとなる交流の

場・機会を提供するとともに、放射線等の影響に関する知識の普及や理解促進、

環境保全の普及啓発を図るため、モニタリング事業及び調査研究事業と連携して

ワークショップやセミナー、出前講座、環境学習会等を積極的に開催し、県民等

と職員との交流を図る。 

 NPO や大学等研究機関等との連携によるシンポジウムや会議等の誘致を行うと

ともに、これらの開催を通じて調査研究テーマや関係者のニーズを踏まえたネッ

トワークの構築を図る。 

 また、国立科学博物館等との連携による企画・イベント・広報（県内巡回展等）

等の実施、東日本大震災・原子力災害伝承館やリプルンふくしま等の関連情報発

信施設との連携、ボランティア参画に向けた企画立案や環境イベントの実施に取

り組む。 

 

以上の教育・研修・交流事業のイメージは、図８のとおりである。 

 

 
  

図８ 教育・研修・交流事業のイメージ（フェーズ３） 

研修

・発達段階に応じた各種講座の開
設及び効果的な人材育成

・環境問題への意識醸成等を目的
とした研修や講習会等の実施 など

・各事業と連携したワークショップや
出前講座等による県民等との交流

・国立科学博物館、東日本大震災・

福島県の風評払拭、教育委員会との連携
環境回復・創造のための人材育成と活用
Webも活用した交流ネットワークの構築

コミュタン福

交流

【小中学生、高校生の団体利用】

【県民向け講演会など】

【県民、NPO、地元利用など】
【学会など】

ボランティア
育成した人材の活動

関係機関との連携
福島県関係機関、市町村、
大学等研究機関、NPO、
国立科学博物館、東日本大
震災・原子力災害伝承館等
関連情報発信施設

関係事業との連携
モニタリング
調査研究

情報収集・発信

県内外の風化の進行、地球
温暖化等の環境問題の深刻
化、SDGsについての学習
需要の高まり、ウィズコロ
ナへの対応

県民等との協力

【研究者、大学生など】

社会情勢の反映

原子力災害伝承館等の関連情
報発信施設等との連携推進

など

・社会情勢、県教育委員会及び
学校等の要望、地球温暖化対
策等の環境教育への意識の高
まり等を踏まえた展示や学習プ
ログラムの開発等

・県教育委員会と連携した教員
研修等への組入れ など

教育
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８ フェーズ３終了後の方向性（令和７年（2025年）度以降） 

 

フェーズ３終了後（令和７年度以降）においても、廃炉・処理水対策、中間貯蔵施設

と県外処分などの課題が長期にわたり継続している状況にある。 

一方、第２期復興・創生期間において福島復興と再生が進む中で、脱炭素社会・循環

型社会・自然共生型社会や SDGsなどの考え方が、復興や環境創造の上でも重要となって

おり、それらの実現に向けた取組が必要となる。 

 このような状況を踏まえ、フェーズ３終了後（令和７年度以降）においても、環境創

造センターにおける事業の基本的な考え方である「復旧・復興後も見据えた中長期的な

視点に立った未来志向の環境創造」、「県民の多様化するニーズに応えられる安全と安

心が確保された社会の構築」は道半ばであり、引き続き必要な取組を進めていくことが

必要である。 

そのため、フェーズ３終了後における環境創造センターの事業方針については、フェ

ーズ３までの取組の進捗状況や社会情勢の変化等を踏まえながら、県、原子力機構及び

国環研の三者の連携・協力体制を検討する必要があり、フェーズ３の期間内に検討を進

めることとする。 

 

９ 事業の評価  

 

事業を効果的・効率的に実施するため、モニタリング、調査研究、情報収集・発信及

び教育・研修・交流の４つの事業について課題及び計画の妥当性、実績の評価、今後の

計画の妥当性等を適切に評価することが必要である。 

このため、本方針の基本的考え方を踏まえ、適切に事業の評価を行うとともに、その

結果を県民委員会及び運営戦略会議に報告し、意見・助言を受ける。 

評価を行った事業については、評価結果を踏まえ継続、変更等に適切に対応する。 

 

（１）事業評価 

   調査研究事業については、部門長が、担当する事業の進捗状況、成果等をとりまと

め、評価を行う。 

その他の事業については、１次評価を県センターが中心となり、事業の進捗状況、

成果等を取りまとめ、評価を行うとともに、外部有識者等により２次評価を行う。 

   連絡調整会議は、上記の評価結果を受けて総合的な評価を行う。 

   

（２）県民委員会及び運営戦略会議への報告等 

   連絡調整会議は、事業評価の結果を県民委員会及び運営戦略会議に報告し、意見・

助言を受けるとともに、関係する資料を広く県民に公表する。 

 

10 方針の見直し 

 

本方針は、環境創造センターの事業が前例のないものであることや今後の社会情勢等

の変化を考慮し、三つのフェーズによる段階的な方針として策定している。 

このため、各フェーズ以降の事業方針については、各フェーズにおける三者の事業成

果等を総合的に評価し、社会情勢等の変化も考慮した上で改めて策定する。 

また、本方針は、各事業の進捗状況や社会情勢、県民ニーズ等の変化に応じて、運営

戦略会議等を開催し、適宜見直しを図ることとする。 




